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7 月 12日、福井の原発 9 基の運転差し止めを求めた本訴（2013年 12月 24 日提訴）第 19 回

口頭弁論が大津地裁で行われました。これに向けて原告側は準備書面( 44) ～( 47) を提出。準備

書面（44）は、島崎邦彦東大名誉教授の岩波科学 5 月号に掲載された「2016 年熊本地震：単純な

予測と複雑な現実」と題する論文および纐纈東大教授の今年 5 月、NHKマイあさラジオに出演し

たときの発言内容に基づいたものであり、いずれも関電の基準地震動は過小であるという原告

の主張を地震の専門家が裏付けたものです。準備書面(45) は、美浜原発の敷地地盤評価につい

てであり、大飯、高浜と同様、関電が主張しているように美浜の地盤は「均一で安定」したもので

はないことを元京都大学防災研究所の赤松先生の意見書をもとに指摘したものです。関電は

「均一で安定」した地盤であるため地震動は増幅されないとしていますが、この指摘によると基

準地震動を 3 倍 4 倍としなければならなくなるだけにこの過小評価は重大です。準備書面( 46)

は、中性子による圧力容器の脆化問題などについての関電の反論に対して反論したものであり、

関電のごまかしを批判しています。準備書面(47) は、原子力市民委員会が規制員会の「新規制基
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準の考え方」を批判した「原発の安全基準はどうあるべきか」（特別レポート５、2017年 12月発行）

に基づく総括的な主張です。法廷では、準備書面(4 4) 、(4 5) を井戸弁護団長が、(46) を石川弁護

士がパワーポイントを用いて説明しました。 

一方、関電側は、準備書面( 31) を提出。その内容は緊急時における対応について主張したもの

であり、代理人弁護士が口頭説明を行いました。  

その他、原告側は廃炉が決定された大飯１、2 号機についての訴えを取り下げる書面を提出し

ました。これについて裁判長が被告に対して同意するか確認をもとめたところ、後日書面で回答

するとしました。また、高浜のクレーン倒壊問題に関連して、原告側はメーカーとゼネコンに対し

てマニュアルの文書送付嘱託の申立を行っていましたが、関電の反対を退けて裁判所はこれを

採用するとしました。 

次回の予定について、原告側は、①放射性廃棄物問題の各論、②原発に求められる安全性につ

いて、③クレーンのマニュアルが入手できたらクレーン倒壊問題、などを主張するとしました。関

電側は、美浜の津波問題について、高浜、大飯の地震（地盤）問題について反論するとともに原告

の求釈明に答えるとしました。 

 法廷でのやりとり終了後、裁判所と双方の代理人とで進行協議が行われました。このなかで、

すでに設定している次回 9 月 20 日 14:30 から、12月 25 日 14:30 から、3 月 7 日 14:30 からに加

えて 6 月 4 日 14:30 からと期日が設定され、それぞれ、裁判がはじまる前 1時間程度、双方の代

理人と進行協議が継続して行われることになりました。 

 進行協議が行われている間、支える会では、7 月 4 日の名古屋高裁金沢支部の判決の報告と

今回傍聴されていた赤松先生に地盤問題について解説してもらいました。 

昼休憩をはさんで記者会見、報告集会、支える会の役員会を行いました。 

 

 

【学習会】 

【7 月 4 日名古屋高裁金沢支部判決（大飯原発 3・4 号機）】 

 7 4 ─ │⁸2014 ─

╩ ╡ ⇔⁸ ╠─ ╩ ⇔√

⌂╙─≢№╡⁸ ⅛╠─ ⌐

⇔≡╙╠™╕⇔√⁹ ┼ ∆╢⅛≥

℮⅛⌐≈™≡│ ™℮∟⌐ ╘╢≤™℮↓

≤≢⇔√⁹ 

⌐ ╠╣╢ ⌂ ⌐≈™≡ ≡

╖╢≤ ─≤⅔╡≢∆⁹ 

ᵑ ─ ─ │ ─ ╩ ⅎ≡

™╢≤⁸ ╠─ ╩ ⇔⌂⅜╠⁸

─ ⌐│ ╩≈┬╡⁸ ─ ╩

ⱬכ☻⌐⇔≡ ⅜ ╦╣≡™╢↓≤⁹ 

ᵒ ⌐│⁸ ─ ╩ ⇔⌂⅜╠⁸

─ │ ⇔ ╢

╕≢ ↕╣≡™╢≤ ─ ╩

⇔√ ╩⇔≡™╢↓≤⁹╕√⁸

│⁸ ─ ⅜ ⇔⁸

─ ה ╩ ⇔

≡ ↕╣√╙─≢ ⌂ ╙ ╘╠

╣⌂™≤ ⅜ ⇔√ ↄ─ ╩



3 

 

ↄ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

ᵓ ≢─ ─ ─

╩╕≤╙⌐ ⇔╟℮≤⇔≡™⌂™↓

≤⁸3 ⅜ ⌂ ⌐

≈™≡│ ⇔≡™╢⌂≥ ╛

√╪╩ ⇔≡™╢↓≤⁹ 

 

【赤松先生の敷地地盤問題に関する解説の要点】 
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【記者会見・報告集会での報告・質疑】
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【原告側準備書面の説明】 
１．備書面(44)について：井戸弁護団長 
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╢ ⅜№╢⅛╙⇔╣⌂™∫≡™℮

⁹ ─ ⅜™∟┌╪ ⁹

⅜ ↓╢ ⌐ ⅎ≡╢ ─ ↕≤⁸

∫≡╖╢≤⁸∕╣╩↕╠⌐ ⌐

⇔√╟℮⌂ ™ ⅜ ⌐ ╣√╦↑

≢⁸∕╣╠╩ ═╢≤⁸╛∫┐╡⁸ ─

≤™℮─│≥℮⇔≡╙ ↕™ ╙

╡⌐⌂∫≡⇔╕℮≤™℮↓≤╩⁸ ⇔≡

™╢⁹ 

ᵓ ≥℮∆═⅝⅛ ⌐ ⌐ ⅎ≡╢

─ ↕∞↑⅛╠≢∆⌡⁸ ↓

╢ ─ ╩ ∆╢≤™℮╛╡ ╙⁸

⌐№╢⁹ 

ᵔ ─꜠◦Ⱨ ⌐

∆╢ ─ ⌐≈™≡ ⌐⅝

∫∟╡╛╢ ≤ ⌐╛╢ ─ 2

≈╩≢∆⌡⁸ ⌐ ∫≡™√∞™≡⁸

⅜⅛⌂╡ ℮╟℮∞∫√╠∕─ ⅝╘─

╩ ∫≡™√∞ↄ ⅜⁸ ─

⌐⌂╢╪∂╚⌂™⅛≤™℮┤℮⌐⁸

─ ≤™℮≤

↓╤≢⁸ ╩ ↑≡⁸ ⇔√╪≢

∆⁹∕╣╩ ⇔≡№╡╕∆─≢⁸≢⅝√

╠ │∕╣╩ ∫≡™√∞⅝√™⌂≤⁸

∫≡⅔╡╕∆⁹ 

ᵕ │ ─ ≢⁸ ⅝
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╘⌂┌╠≈⅝╩≤∫≡™╢⅛╠⁸

≢ ╘√╛╡ │ ⇔⌂™≤ ∫≡

™╢⅜⁸┌╠≈⅝─ ⌐№╢ ⌂

╙─╩ ∆╢≤⅝─ ⌂─≢⁸┌

╠≈⅝╩ ⇔≡╢⅛╠∫≡™℮↓≤≢

◒ꜞ▪↕╣╢ ≢│⌂™⁹ 

 

２．準備書面(45)：井戸弁護団長 

₩ ─ ⌐≈™≡ (30)─ ─

71 87 ⌐ ∆╢ ₩ 
(1)  ◘▬♩ ─  

│⁸ ─ ⌐≈™≡⁸

ᵑ │⁸ ≤╖⌂⇔≡

⸗♦ꜟ ≢⅝╢≤ ⇔⁸ ─

⸗♦ꜟ╩ ⇔≡™╢⁹o ╕√⁸ ┘

─ ─ ╩ ↄ ⇔

√≤⇔≡⁸ ⌐ ─ ╩╙√╠∆

╟℮⌂ ⌂ ⅜ ™↓≤╩ ⇔

√≤⇔≡◘▬♩ ⌐ ≠ↄ ─

─ ╩ ⇔≡™╢⁹ 

↓─℮∟ᵑ│⁸ ⅜ ≢⅝⌂

↑╣┌⁸3 ╩ ™⁸ ─ ╩

⌐ ╠⅛⌐⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™↓≤⅜

●▬♪⌐ ╘╠╣≡™╢ ≢№

╡ ≤™ⅎ╢⅛≥℮⅛⁸o │

╩ 3 ⁸4 ┼≤ ⇔⌂↑╣┌⌂™

╟℮⌂ ⌂ ≢№╡⁸ ─

╩ ⌐ ⇔√ ─ ⌐

≠™≡ ╩ ⇔√⁹ 

(2)  ─  

ᵑ │ ┘ ⅜∕╣∙╣

4.0 /s⁸ 1.65 /s ─ ⌂

⅜ ⅜∫≡™╢≤⇔≡™╢

⅜⁸ ≢│⁸∑™−™⁸P

km/s 3km/s ≢№╡

⌐ ⌂ ⅜ ⅜∫≡™╢≤

│™ⅎ⌂™⁹⇔⅛╙ │

⅔╟┘ ↕ ⌐ ⅝ↄ┌╠

≈™≡™╢⁹ 

ᵒ ⌐ ─ ╩╙√╠∆

─ ⅜ ↕╣╢⁹ ╩╙√╠∆

⁸↓╣⌐ ≠ↄ≤ ╦╣╢

╙ ╘╠╣╢⁹ 

ᵓ ≢ ⅜ ╘╠╣╢⁹

≢╙⌂™⁹ ⅜  

ᵔ ⸗♦ꜟ─ ⅜ ↕

╣≡™⌂™⁹ 

ᵕ ⌐ ⅝⌂ ╩ ⅎ╢

⅜  

 

↓╪⌂⌐ ⌂ ⁸ ≢│⁸

─Ᵽꜝ♠◐─ ╩ ≤∆╢ כ♦⌂

♃⅜ ╠╣≡™╢⌂≥≤│ ™ⅎ⌂™⁹ 

⌐ ─ ╩╙√╠∆╟℮⌂

⌂ ⅜ ™↓≤╩ ⇔√≤│

™ⅎ⌂™⁹⅛ⅎ∫≡⁸ ⁸ ⁸

─ ∟ ╖ ⁸ ─ ╩ ↄ

⅜ ₁ ╘╠╣⁸ ╩ ╗

⌐ ⌂ ⅜ ≢№╢⁹ 
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３．準備書面(46)：石川弁護士 

₩ ⁸Ᵽ♇ⱨꜟⱨ◊כⱴⱲꜟ♩─ ⁸ Ⱪכ◔

ꜟ ⌂≥⌐≈™≡─ ─ ⌐ ∆╢ ₩ 

 

 ⌐╟╡ ⅜╙

╤ↄ⌂╢ ⌐≈™≡ 

ᵑ │ ─ ⌐⌂╢≤ ─

╡ ↕╩ ™ ⌐ ↄ⌂╢ ⅜№╢⁹

│⁸∕─ ≤⌂╢ ─↓≤≢

№╢⁹≤ↄ⌐ ─ ╩ ↑╢≤

⅜ ⇔⁸ ⅜╙╤ↄ⌂╢─│

─ ≢№╢⁹ ⅜ ⇔

√ ≢ ⅜ ╦╣√╡∆╢

≤ ─ ⅜ ↓╡⁸ ⌐

⇔≡™ↄ ╣⅜№╢⁹ 

ᵒ ─ │ 2012 ─

≢ 99ϴ≤⁸ ≢ ™ ⅜ ↕╣≡™

╢⁹ ─ ─ ⌐

∆╢ ⅜≈ↄ╠╣≡™╢⅜⁸ 2012

─ ─ │ 30 ─

⅛╠ ⅝ↄ ╣≡™╢ ⁹↓

╣⌐≈™≡⁸ │⁸ │ ⌐

↕╣≡™╢≤ ∆╢⅜⁸

─ ≢ ™╠╣≡™╢ ⌐⅔™

≡ ≤ ─ ⅜ ⇔⌂™⌂

≥─ ⌂ ╡⅜№╢⁹ 

ᵓ ─ ⌐ ∆

╢ │⁸ ⌐╟∫≡ ∆╢

⅜⁸ ─ ≢ ∕─╙

─⅜ ∆╢ ⁹ 

ᵔ ⌐ ∆╟℮⌐⁸ │

─ ∞↑ ╩

⌐◦ⱨ♩↕∑╢≤™℮ ⅎ ⌐

≠™≡⁸ ╙ 22

⌐◦ⱨ♩⇔⁸↕╠⌐ ↕╣√ ™

╩ ∆╢╟℮⌐

⌐◦ⱨ♩ ↓╣│⁸ ┼─◦ⱨ

♩≢╙№╢⁹ ⇔⁸ ≤⇔≡ 40ϴ

⌐◦ⱨ♩⇔≡™╢⅜⁸ ─

∞↑ ╩ ⌐◦ⱨ♩↕∑╢

≤™℮ ⅎ │╕∟⅜∫≡™╢⁹≈╕╡⁸

≤ ─ │ ─

⌐╟∫≡ ⌂∫≡⅔╡⁸ ─ │⁸

─ │ ─

─ 1.5 ≤™℮ ⌐№╡⁸◦ⱨ♩ │ 1.5

≤∆╢═⅝≢№╢⁹∕─╟℮⌐⇔√ ⁸

1 ≢│⁸ │⁸ ╩

↕∑╢ ╩ ∆ ≤

⇔≡⇔╕℮⅛⁸∆╣∆╣╕≢ ⇔≡⇔╕

℮↓≤⌐⌂╢∞╤℮⁹↓─╟℮⌂ ⌂

⌐№╢ ╩ ↕∑╢↓≤│ ⌐ ↕

╣⌂™≤ ╦⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 
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Ᵽ♇ⱨꜟⱨ◊כⱴⱲꜟ♩─  

ᵑ 19⌐⅔™≡ ╠│ 2≈─↓≤

╩ ⇔√⁹ 

1) ─ ⅜⌂↑╣┌●▬♪ꜝ

▬fi⌐ ⇔≡ ≢ ╕∕℮≤⇔√

─ ─ ↕⁹ 

2)∕─╟℮⌂●▬♪ꜝ▬fi

─ ─╕╕ ╩ ℮↓≤

│⁸ 43 ─ 3─ 32 4

┘ ─ ⁸ ⌐ ∆╢

113 ≢№╢≤™℮↓≤≢№╢⁹ 

ᵒ │⁸₈ ⇔≡™╢ │

ⅎ╩ ⇔√ ≢─ ₉₈●▬♪ꜝ

▬fi ≤↕╣╢ ╩

⌐╟∫≡ ⇔╟℮≤⇔√╙─≢│⌂

™₉≤ ⇔≡™╢⁹ 

ᵓ ╩╖╢≤⁸ │⁸ 27 9 29

₈ 1⁸2  ₉

16 ─ ⌐⅔™≡│⁸₈ ₉

─ ─╖╩ ⅎ≡™√⅜⁸ ─

⌐⅔™≡ ⅛╠ ╩ ↑⁸∕─

─ 12 10 ₈ 1⁸2  

⌐⅔↑╢ ─ ₉ 17

⌐⅔™≡₈ ─ ₉⌐ ⇔

√╙─≢№╢⁹ 

™ᴖ≈⁸™⅛⌂╢ ╩₈ ⅎ₉∆

╢─⅛ ⌐ ╠⅛⌐↕╣√™⁹↓─

⌐╟∫≡ ─ ─ │ ∏≤

╠⅛⌐⌂╢⁹ 

 

ꜟⱩכ◔  

ᵑ ─  

╩▬꜠♩ꜟⱩכ◔≥ꜟⱩכ◔

♩כ◦ ≢ ™⁸∕─ ╩♩כ◦

ⱬꜟ♩≢ ∆╢↓≤ ⌐╟╡

╩ ∆╢≤™℮ ⅜ ─

╩ √∆─≢ ⌂™⁹ 

ᵒה ─ │

╩ ⇔⌂ↄ≡╟™  

1) ⁸ ┘ ─ ⅜⁸

│ ≤ ─ ╩

∆╢╙─ ≢№╢  

2) ⁸ ┘ ─ ╩ ∆

╢√╘⌐ ⌂ ─ ⅜

⌂ ≢№∫≡⁸ ⁸ ┘

⌐⅔↑╢ ⌐ ⇔≡ ─ ╩

∆╢ ⁸ ┘ ⌐⅔™≡ ⅜

∆╢↓≤╩ ∆╢√╘─ ⅜ ∂

╠╣≡™╢  

ᵓ ─ ⌐ ∆╢  

ₒ ᵑ⌐ ⇔≡ₓ 

ה 1⁸2 ─ꜟⱩכ◔─ │₈

₉≢№╢ 

ₒ ᵒ⌐ ⇔≡ₓ 

ה ⌐ꜟⱩכ◔⁸│ ╩ ∆╢↓

≤⅜ ≢№╢≤─ ╩⇔≡

™⌂™⁹ 

1ה ⅛╠ ⅜ ⇔√ ⌐⁸∕╣⅜

⌐ꜟⱩכ◔─ ∆╢↓≤╩ ∆╢

⅜ ╠ ∂╠╣≡™⌂™⁹ 
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４．準備書面(47)：弁護団で分担 ─ │≥℮№╢═⅝⅛  
⅜ ─₈ ─ ⅎ ₉╩ ⇔√₈ ─ │≥

℮№╢═⅝⅛₉ ꜠ⱳכ♩ ⁸2017 12 ⌐ ≠ↄ ⌂ ≢∆⁹ 
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支える会役員会について 

 ⁸ ╩ ™⁸ ⌐

⅝ ⅝ ─╟℮⌂ ⌐≈™≡ ⇔╕⇔

√⁹↓─℮∟⁸ ⌐≈™≡ ⇔√⁸

Ᵽ▬○ⱴ☻ ─ ╛ ⱴכ♥╩

⌐⇔√┤→╪⁸╙╪∂╜─ ⌐≈™≡│▬

ⱴ▬♅≤™℮↓≤≢⁸ ─ ─ ≤

─ ≤ ⌐≈™≡ ∆╢↓≤⌐⌂╡

╕⇔√⁹ ⌐↔ ╛↔ ⅜№╣┌⅔ ∑

ↄ∞↕™⁹ 

 ╕√⁸ ─ │⁸

─ ╡ ╖─ ─ ╩ ╘≡

↕∑╢╙─≢№╡⁸ ⇔√

╩ ⇔≡™ↄ ╡ ╖╩ ∆╢↓≤╩

⇔╕⇔√⁹ 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

「原発裁判」「原発問題」に関する学習会開催のお願い 

 ─ ⌂≥ ─ ⅎ╩ ↑╢ ⁸ ⅜ ⅝╕⇔√⅜⁸ ⌐

ⅎ╢ ╡ ╖╩ ⇔≡™ↄ↓≤⅜╕∆╕∆ ⌐⌂∫≡™╕∆⁹₈ ⅎ╢ ₉≢│⁸

╩ ≤⇔√ ⌐ ∆╢↓≤⁸ ╩ ∂≡ ╠⅛⌐⌂∫≡™╢ ─

⌐ ∆╢↓≤⌂≥⌐≈™≡⁸ ╩ ⌐╟╡└╤ↄ ╩ ╘≡™√∞ↄ√╘⁸ ─

≤⅔╡ ─ ╩ ℮↓≤╩ ╘≡™╕∆⁹ ─ ∞↑╩⇔≡™√∞

↑╣┌ ⌂≥│ ≢∆─≢ ⌐ ⇔ ╪≢ↄ∞↕™⁹ 

 

 ─ ⁸ ⅜ ∆╢ │ ™╕∑╪  

╩ ⇔≡™√∞↑╣┌⁸ ≢ ╩ ⇔╕∆⁹ 

│₈ ⅎ╢ ₉ ⁸ ⌐╟∫≡│  

│⁸ ╩ ℮ ⁸ ⁸ ⁸ ╩ ∂≡ ╠⅛⌐⌂∫≡⅝√

─ ⁸ ─ ╛ ─ ⌂≥ 

⇔ ╖│ ╕≢ 

 Tel 077-510-5262 FAX 077-510-5263 

E-mail nql30048@nifty.com  

 支える会の状況 

 ─ │ 603 ≢∆⁹ ─ 2000 │ 300 ─ ⌐ ™√∞

™≡™╕∆⁹ ─ ╛ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

７月１２日役員会での議題 

─ ⌐≈™≡ 

ⅎ╢ ─ ⇔≤ ─

⌐≈™≡ 

⌂≥⌐≈™≡ 
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⁸  ⇔ ╘   

  

 

ה  ⌐

╟╢ ─ ⅛╠ ─ 7 9

⁸ ⁸ ⇔ ╘ ─

⅜ ≢№╡⁸ ─

╘⌐ ∂√₈ ₉⌐⅔™≡⁸ ⅛

╠ ⅜ ⇔≡ ⁹ 

₈ │ ─ ⅜№╢₉

≤™℮ ─₪ €╩ↄ╡ ⇔╕⇔√⁹ 

 

─ ⁹ 

≢ ה │₈ ─

─ │⁸ ─ ⁹ ∫≡

⅝╞℮─ ─ ⅜⁸ ─

─ ⌐≥℮ ⅛↕╣╢⅛│ ⅛╡╕∑╪₉

≤ ™ ≢ ╡╕⇔√⁹ 

₈ ─ ⌐ ⇔™ │⌂⇔₉

⁹ 

│⁸ ─ ≤⇔≡₈ ─

╩ ⌐≤╠ⅎ⁸ ╘™√ ╙

⌐№╡╕∆⅜⁸ ─ │ ⇔≡™╕∆₉

≤ ⁹ 

⌐ ─ │⌂⇔⁹ 

⁸ │ ≤ ⌐ ╗⁹ 

⁸ ⱷ♦▫▪│ ╩ ⌐⇔⌂™⁹ 

 

│≥℮№╣₈ ╩ ↄ₉─ ™⁹ 

⁸ │

⅛╠   

            

 

   β  

─ ≢─ ─  

2018  

9 20 ( )13:30 ⁸14:30 20 ⁸15:30 ה  

12 25 ( )13:30 ⁸14:30 21 ⁸15:30 ה  

2019  

3  7 ( )13:30 ⁸14:30 22 ⁸15:30 ה  

6  4 ( )13:30₩ ⁸14:30₩ 23 ⁸15:30 ה  

 

 


